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指定作業場届出の手引き 

 

１ 届出の提出時期 

  工事着工の少なくとも３０日間以上の余裕を見て、ご提出ください。 

２ 届出書の提出部数 

  ２部（添付図書とも）Ａ４の大きさにそろえること。 

３ 設置の届出 

 （１）届出書（１６号様式）の各欄 

   ア 届出者の住所、氏名 

住所：申請しようとする指定作業場が法人である場合は本社の所在地、

個人の場合は届出者の住所を記入してください。 

氏名：法人の場合は法人名（会社名）を記載するとともに、役職（代表

取締社長等）と氏名を記入し、登録された代表者職印を捺印して

ください。個人の場合は届出者の氏名を記入し、印を押してくだ

さい。 

   イ 既設置番号等 

     変更届の場合のみ記入してください。 

   ウ 指定作業場の名称・所在地 

     名称が仮称の場合は仮称でもかまいません。所在地については住居表示 

    がされていない地域は、できるかぎり分かる範囲で記載してください。 

   エ 指定作業場の種類 

     条例の別表第２（別紙資料参照）に掲げる名称を記入してください。 

   オ 用途地域 

     都市計画法第８条第１項第1号の規定により定められた、用途地域を記

入してください。 

   カ 水域 

     多摩川を記入してください。 

   キ 自動車の出入り口が接する道路の幅員 
     自動車が出入りする出入り口のうち、主要な出入り口が直接接している 
     道路の幅員を記入してください。 
   ク 50m以内の学校･病院等の所在位置 
     近隣建物の用途及び配置並びに道路状況を明らかにした図面（指定作業 
    場付近図）に、50ｍ以内に学校・病院等がある場合は明示してください。 
   ケ 作業時間 
     当該指定作業場において通常行われる作業時間を記入してください。 



   コ 工事着工（完成）予定 
     建設工事の着工（完成）予定年月日を記入してください。 
   サ 従業員数 
     指定作業場の業務に従事する職員数（アルバイト等を含む）。 
   シ 連絡先 
     当該届出についての問い合せ先を必ず記入してください。 
   ス 敷地・建物の状況 
     それぞれの欄に記載をお願いします｡ 
   セ 主たる施設の能力等 
     公害を発生、又はそのおそれのある機械・設備（以下「施設」という。） 
    公害防止のための施設の全て、これらの施設に関連する施設、その他の主 
    要施設を記入のこと。様式に書き切れないときは、別表を作成、記入して 
    ください。溶接、電解、熱源など動力があるときは、「その他電力」欄を 
    加え、ＫＶＡ表示が適当なものは、ＫＶＡ表示のこと。 
   ソ 事業場で取り扱う有害ガス又は有害物質 
     条例別表第３・第４に掲げる物質のうち事業場で取り扱っているものを 
    記入してください。（別紙資料参照） 
   タ 作業の方法・公害防止の方法 
     書ききれないときは、別紙としてください。 
（２）指定作業場の種類別の別紙様式 

   記入上不明な点は、市の担当者等と打ち合わせてください。図は、別紙に 

  よるものも可。 

（３）上記のほか、次の図書を作成、添付してください。 

   ア 近隣の状況図 

     少なくとも、１００メートル以内を明示。道路の状況。建物の位置、形 

    状、用途。土地の利用状況。（５０メートル以内に病院、学校、保育所、 

    有床の診療所、図書館、特別養護老人ホームがあるときは、所在位置、名 

    称等） 

    ＊略図によるときは、届出地の用途地域等が誤りなく判別できるよう、目

    標等を詳しく示すこと。 

   イ 敷地内の建物、工作物等の配置図 

     敷地境界。敷地内の建物、工作物等の配置、形状、用途、構造。 

     給排水系統（給水・青色、排水・赤色）、排水の排出口、下水道のある 

     ときは、下水道への接続位置。 

   ウ 建物内（外）の施設の配置図。上記イ図に記入しても可。 



   エ 作業の工程の複雑なものは、フロー図。 

   オ 騒音・振動発生施設のある建物等については、矩形図（壁面の断面の 

    詳細図）、２面以上の立面図、壁・窓・屋根等の材質・厚さ、メーカ品に 

    ついては品名・規格。 

   カ その他、届出の内容を明らかにするために必要とする図書。 

４ 変更の届出 

  指定作業場の種類、建物・施設（配置・構造等）、公害防止の方法、作業方法 

 を変更する場合は、変更の届出が必要です。図書の作成にあたっては原則として 

 変更のない個所等を含むものとし、変更内容については何処の何が、どう変わる 

 のか、また、その前後が明らかになるよう特に留意してください。 

  なお、届出の時点で、従前の内容と“相違している”個所等があるときは、そ 

 の旨を同様明らかにしてください。 

（１）届出書（第１６号様式）の各欄 

   ア 欄外備考３にかかわらず、変更のない欄も記入してください。 

   イ 変更をする欄については、変更後とともに、変更前の内容を併せ記入し 

    てください。 

   ウ 「主たる施設の能力等」「事業場で取り扱う有害ガス又は有害物質」「作 

    業の方法」「公害防止の方法」について書ききれないときは、別紙（様式 

    自由）によってください。 

（２）変更の概要 

   Ａ４判の白紙に、箇条書等により、変更の概略が判るよう記し、また変更内 

  容によっては、前後の相違を表等を用いて示してください。 

（３）指定作業場の種類別の別紙様式 

   変更をする事項については、その前後を併せて記入してください。 

（４）その他の添付図書 

   設置の届出と同様の図書を原則として添付のこと。なお、変更にかかわる図 

  面はなるべく同一図面上で（前・後を２枚としないで）、彩色等により変更の 

  変更の前・後を明らかにしてください。 

５ 東京電力㈱への電気供給申込について 

  動力用電気（単相１００Ｖを除く）の東京電力㈱への申込にあたっては、原則 

 として、市発行の証明書が必要ですので、お申し出ください。（有料になります） 

６ 不明の点のお問い合せは 

  昭島市環境部環境対策課  ℡042-544-5111 

 

 



 
 

別 紙 資 料  
 
 
 
 
 
 
 
   １、指定作業場の種類について（条例の別表第２）  
 
   ２、事業場で取り扱う有毒ガス又は有害物質について  
                 （条例別表第３・第４）  
















